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改葬の流れ

墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。　　　　　　　　　　　　　　　  　　
改葬を行うには市へ改葬の申請を行い、許可を得たうえでないと移すことができません。

改葬許可申請書に　　
記入、押印

○申請者と墓地使用者が異なる場合は墓地使用者の記名押印
が必要となります。

墓地、納骨堂の管理
者に埋葬又は納骨の　　

証明をもらう

○管理者の証明が必要になりますので、申請書の管理者の証
明欄に記入押印していただいてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○管理者等が不在もしくは不明な場合は、改葬したい方の死亡
の記載のある戸籍を請求し添付してください。

改葬許可申請
○必要事項を記入した申請書、除籍謄本など必要書類を倉吉
市役所環境課へ提出してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

改葬許可証の交付
○改葬許可証は一霊位一枚交付します。

改葬先に許可証を　　
提出し埋葬（納骨)

○改葬許可証は、移転先の墓地等の管理者へ渡してください。

※許可を得ないで改葬を行うと、１万円以上２万円以下の罰金、勾留、もしくは科料の制裁が科されるほか（墓
埋２１、罰法）、墳墓発掘罪（刑１８９）に問われることになる場合もあります。


